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国道 125 号整備促進に関する要望 

 

国道 125 号は、県南•県西地区を東西に結ぶ、地域社会の経済や文化の発展に

欠かすことのできない広域幹線道路である。 

国道 125 号については、これまで格別なる御尽力をいただき、阿見土浦バイパ

スをはじめ、下妻及び新治拡幅事業、八千代町貝谷地内の交差点改良事業が完了

し、つくばバイパスについては、令和２年３月に明石～寺具区間が供用開始され、

現道拡幅区間を除いて全区間が供用された。 

また、つくば東バイパスについても令和２年度に池田地内のつくばバイパスか

ら主要地方道筑西つくば線までの区間が事業化され、鋭意整備を進めていただい

ていることに、深く敬意を表するとともに、心より感謝を申し上げる。 

本同盟会を構成する市町内においては、まだバイパスの未事業化区間や現道拡

幅及び歩道整備が必要な箇所も残されており、近年の交通量の増加及び、周辺地

域の著しい変化により、通行上危険な箇所が多く見受けられる状況である。本同

盟会においては、これらの整備促進が喫緊の課題となっている。 

ついては、当路線の実情を御賢察の上、別紙要望事項のとおり着実なる事業の

推進をお願いする。 

昨今の道路整備事業を取り巻く環境は厳しい状況にあるが、地域の道路整備状

況を踏まえ、真に必要な道路を計画的に整備するための十分な財源を確保できる

よう、御尽力を賜るようよろしくお願い申し上げる。 

 

要望事項 

１ 一般国道 125 号の整備促進をお願いする。 

２ 令和４年度整備にあたっては、所要の道路整備費を確保し、促進をお願いす

る。 

 

要望箇所 

１ つくば東バイパスの早期着工及び未決定ルートの早期決定 

 （工区延長：L＝9.8km 事業内容：バイパス整備） 

２ つくばバイパスの早期完成 

 

国道 125 号整備促進期成同盟会  

会長 つくば市長 五十嵐 立

青 

 

土木企業 

 立地推進 

 



 （工区延長：L＝5.3km 事業内容：バイパス整備 現道拡幅区間の優先整備を

要望） 

３ 下妻・八千代バイパスの早期事業化 

 （工区延長：L＝5.5km 事業内容：バイパス整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


